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       入 札 公 告  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

  令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日  

 支 出 負 担 行 為 担 当 官  

   防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 会 計 管 理 官  

              平 下  一 三  

◎ 調 達 機 関 番 号  0 1 0  ◎ 所 在 地 番 号  1 3  

○ 第 ２ 号  

１  調 達 内 容  

 ( 1 )  品 目 分 類 番 号  2 6  

 ( 2 )  購 入 等 件 名 及 び 数 量  第 ２ 級 防 衛 功 労

章 （ 綬 付 ） 及 び 収 納 用 箱 外 １ ４ 件 （ 単 価

契 約 ） 一 式 （ 電 子 調 達 シ ス テ ム （ 政 府 電

子 調 達 （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ）） 対 象 案 件 ）  

 ( 3 )  調 達 件 名 の 特 質 等  入 札 説 明 書 に よ る 。  

 ( 4 )  履 行 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 か ら 令

和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 ( 5 )  納 入 場 所  防 衛 省 （ 市 ヶ 谷 地 区 ）  

( 6 )  入 札 方 法  入 札 金 額 は 当 省 が 掲 示 す る

発 注 予 定 品 目 の そ れ ぞ れ に 対 す る 入 札 単
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価 を 明 記 す る こ と と し 、 落 札 の 決 定 は 、

当 該 入 札 単 価 に 発 注 予 定 数 量 を 乗 じ た 総

価 で 行 う 。（ 契 約 は 各 入 札 単 価 に よ る 単

価 契 約 と す る 。） な お 、 落 札 決 定 に 当

た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当

該 金 額 の 1 0 ％ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金

額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と

す る ｡ ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、

入 札 者 は 、 消 費 税 等 に 係 る 課 税 事 業 者 で

あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見

積 も っ た 契 約 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0 に 相 当

す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

( 7 )  電 子 調 達 シ ス テ ム の 利 用  本 案 件 は 、

証 明 書 等 の 提 出 、 入 札 を 電 子 調 達 シ ス テ

ム で 行 う 対 象 案 件 で あ る 。 な お 、 電 子 調

達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、 紙 に よ

る 入 札 書 等 の 提 出 も 可 と す る 。  

２  競 争 参 加 資 格  

( 1 )  予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 の 規 定 に 該
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当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成 年 者 、

被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締

結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、

同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す

る 。  

( 2 )   予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 1 条 の 規 定 に

該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 3 )   令 和 0 7 ・ 0 8 ・ 0 9 年 度 防 衛 省 競 争 参 加

資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ） に お い て 「 物 品

の 製 造 」 又 は 「 物 品 の 販 売 」 の Ａ 、 Ｂ

又 は Ｃ の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲

信 越 地 域 の 競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 で

あ る こ と 。  

( 4 )   防 衛 省 か ら 「 装 備 品 等 及 び 役 務 の 調

達 に 係 る 指 名 停 止 等 の 要 領 」 に 基 づ く

指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 中 の

者 で な い こ と 。  

( 5 )   前 号 に よ り 、 現 に 指 名 停 止 を 受 け て

い る 者 と 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 の あ る

者 で あ っ て 、 当 該 者 と 同 種 の 物 品 の 売
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買 又 は 製 造 若 し く は 役 務 請 負 に つ い て

防 衛 省 と 契 約 を 行 お う と す る 者 で な い

こ と 。  

( 6 )   電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 場 合 は 、 電

子 認 証  ( Ｉ Ｃ カ ー ド ) を 取 得 し て い る こ

と 。  

３  入 札 書 の 提 出 場 所 等  

 ( 1 )  調 達 ポ ー タ ル の Ｕ Ｒ Ｌ 及 び 問 い 合 わ せ  

先 h t t p s : / / w w w . p - p o r t a l . g o . j p /  

  〒 １ ６ ２ － ８ ８ ０ １  東 京 都 新 宿 区 市

谷 本 村 町 ５ － １  防 衛 省 大 臣 官 房 会 計

課 契 約 係  髙 瀨  電 話 ０ ３ － ３ ２ ６ ８

－ ３ １ １ １  内 線 ２ ０ ８ ２ ６  

( 2 )  紙 入 札 方 式 に よ る 入 札 書 の 提 出 場 所 、

契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

 ( 1 ) の 問 い 合 わ せ 先 に 同 じ 。  

 ( 3 )  入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  本 公 告 の 日 か

ら 上 記 ３ ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

  ( 4 )  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 類 デ ー

タ ( 証 明 書 等 ) の 受 領 期 限 及 び 紙 入 札 方 式
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に よ る 証 明 書 等 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ６

月 １ ５ 日 １ ８ 時 ０ ０ 分  

( 5 )  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 の 受 領

期 限  令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 ９ 時 ０ ０ 分  

( 6 )  紙 入 札 方 式 に よ る 入 札 書 の 受 領 期 限  

 郵 送 に よ る 場 合 は 、 令 和 ８ 年 ６ 月 １ ２

日 。  

た だ し 、 入 札 書 を 持 参 す る 場 合 は 、 開

札 の 日 時 ま で と す る 。  

 ( 7 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ６ 月 １

６ 日 １ ０ 時 ３ ０ 分  防 衛 省 市 ヶ 谷 庁 舎 Ｅ

－ ２ 棟 ３ 階 入 札 室  

４  そ の 他  

 ( 1 )  契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び

通 貨  日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

 ( 2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

 ( 3 )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  電 子 調 達 シ

ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 上 記

３ ( 4 ) に 示 す 受 領 期 限 ま で に 入 札 書 類

デ ー タ ( 証 明 書 等 )  を 上 記 ３ ( 1 ) に 示 す 場
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所 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 4 )  入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加

資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 に 関 す

る 条 件 に 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

 ( 5 )  契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

 ( 6 )  落 札 者 の 決 定 方 法  予 算 決 算 及 び 会 計

令 第 ７ ９ 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た

予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を

も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札

者 と す る 。  

( 7 )  手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

  ( 8 )  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

５  S u m m a r y  

( 1 )   O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  

t h e  p r o c u r i n g  e n t i t y :  K a z u m i  H i r a s h i t a ,   

S p e c i a l  O f f i c e r  f o r  A c c o u n t s ,  A c c o u n -

t i n g  D i v i s i o n ,  M i n i s t e r ’ s  S e c r e t a r i a t ,  

M i n i s t r y  o f  D e f e n s e .  

( 2 )  C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p r o c u r e d :  2 6  
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( 3 )   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  

t o  b e  p u r c h a s e d :  T h e  2 s t  D i s t i n g u i s h e d  

U n i t  B a d g e  a n d  a  C a s e  F o r  t h e  B a d g e  

a n d  o t h e r  1 4  i t e m s  1  s e t  

( 4 )  P e r f o r m a n c e  p e r i o d :  F r o m  T h e  d a t e  o f  

c o n t r a c t  s i g n i n g  u n t i l  3 1  M a r c h  2 0 2 7  

( 5 )   D e l i v e r y  p l a c e :  M i n i s t r y  o f  D e f e n s e  

  ( I c h i g a y a  a r e a ) .  

( 6 )  Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e   

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i -

g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  

 t e n d e r  a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  N o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  7 0  o f  t h e       

C a b i n e t  O r d e r  c o n c e r n i n g  t h e  B u d g e t ,  

A u d i t i n g  a n d  A c c o u n t i n g .  F u r t h e r -

m o r e ,  m i n o r s ,  P e r s o n  u n d e r  C o n s e r v a -

t o r s h i p  o r  P e r s o n  u n d e r  A s s i s t a n c e  

t h a t  o b t a i n e d  t h e  c o n s e n t  n e c e s s a r y  

f o r  c o n c l u d i n g  a  c o n t r a c t  m a y  b e  

a p p l i c a b l e  u n d e r  c a s e s  o f  s p e c i a l  
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r e a s o n s  w i t h i n  t h e  s a i d  c l a u s e .  

②  N o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  7 1  o f  t h e  

C a b i n e t  O r d e r  c o n c e r n i n g  t h e  B u d g e t ,  

A u d i t i n g  a n d  A c c o u n t i n g .  

③   H a v e  G r a d e  A ,  B  o r  C ”

M a n u f a c t u r e  o f  p r o d u c t ”  o r   “ S a l e ”

i n  t h e  K a n t o  a n d  K o u s h i n e t s u  a r e a  

i n t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r -

t i c i p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  C a b i n e t  O f f i -

c e ( S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i -

s t r y  a n d  a g e n c y ) i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  

2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  2 0 2 7 .  

④  T h e  P e r s o n  w h o  i s  n o t  b e i n g  s u s p -

e n d e d  f r o m  T r a n s a c t i o n s  b y  t h e  r e q u -

e s t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n s e  

⑤  A c q u i r e  t h e  e l e c t r i c  c e r t i f i c a t e  i n  

c a s e  o f  u s i n g  t h e  E l e c t r o n i c  P r o c u r e -

m e n t  s y s t e m  

  h t t p s : / / w w w . p - p o r t a l . g o . j p /  

( 7 )  T i m e - l i m i t  f o r  t e n d e r  1 2  J u n e  2 0 2 6  i n  
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c a s e  o f  b y  m a i l , 1 0 : 3 0  1 6  J u n e  2 0 2 6  i n  

c a s e  o f  b y  h a n d .  

( 8 )  C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  T a k a s e  

P r o c u r e m e n t  S e c t i o n ,  A c c o u n t i n g  

D i v i s i o n ,  M i n i s t e r ’ s  S e c r e t a r i a t ,  

M i n i s t r y  o f  D e f e n s e ,  5 － 1  I c h i g a y a  

h o n m u r a c h o , S h i n j u k u - k u ,  T o k y o 1 6 2 －

8 8 0 1  J a p a n .  T E L 0 3 － 3 2 6 8 － 3 1 1 1  

e x . 2 0 8 2 6  



 

仕 様 書 

物品番号  作成年月日 令和８年４月１日 
作成部

課名 
服務管理官付 

品 名 第２級防衛功労章（綬付）及び収納用箱外１４件（単価契約） 

１ 総則 

  この仕様書は、内部部局において調達する第２級防衛功労章（綬付）及び収納

用箱外１４件について規定する。 

 

２ 製品に関する要求 

（１）種類 

   別紙第１のとおり。 

（２）形状・寸法・色 

自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）、表彰等に関する訓令（昭

和３０年防衛庁訓令第４９号）及び防衛記念章の制式等に関する訓令（昭和５

６年防衛庁訓令第４３号）によるほか、別紙第２及び官側が示す見本品に基づ

き、製作するものとする。 

（３）材料・加工 別紙第３のとおり。 

（４）外 観 仕上がりは良好で、傷・汚れなどの欠陥があってはならない。 

（５）検 査 本仕様に基づき支出負担行為担当官補助者が実施する。  

 

３ 予定数量 

  別紙第１のとおり。 

 

４ 出荷条件 

  製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されているも    

 のとする。 

 

５ 納入先 

東京都新宿区市谷本村町５－１ 防衛省人事教育局服務管理官付 

 

６ 納入期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日とする。 

 

 

 

 



７ 実施要領 

  発注者を官側、受注者を契約相手方として、次に定めるところにより実施す

る。 

（１）官側は、必要の都度発注書（別紙第４）により、必要な種類の防衛功労章（綬

付）及び収納用箱等を契約相手方に対して発注する。 

（２）契約相手方は、発注された防衛功労章（綬付）及び収納用箱等について、対

応する仕様に基づき製作し、１２０日以内に納入する。 

（３）納品に際しての梱包は、官側が別途示す名称（最大２０件程度）及び数量で

の梱包とする。 

 

８ 配送車両 

  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例２１

５号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車等を使用し、又は使用

させること。 

  また、使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速や

かに提示すること。 

 

９ その他 

（１）契約相手方は、製作に先立ち見本を提出し、確認を受けるものとする。 

（２）本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和８年２月

３日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。 

   ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 

（３）本仕様書に疑義が生じた場合には、速やかに支出負担行為担当官等と協議す

ること。 

 



別紙第１ 
予定数量 

 

番号 品  名 規  格 
予定 

数量 
単位 

１ 第２級防衛功労章（３号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 400 組 

２ 第３級防衛功労章（４号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 1,500 組 

３ 第３級防衛功労章（５号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 2,000 組 

４ 第３級防衛功労章（６号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 2,600 組 

５ 第３級防衛功労章（７号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 5,100 組 

６ 第４級防衛功労章（８号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 3,500 組 

７ 第４級防衛功労章（９号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 7,700 組 

８ 第４級防衛功労章（１０号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 7,000 組 

９ 第４級防衛功労章（１１号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 15,000 組 

１０ 第５級防衛功労章（１２号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 6,000 組 

１１ 第５級防衛功労章（１３号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 16,900 組 

１２ 第５級防衛功労章（１４号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 6,700 組 

１３ 第５級防衛功労章（１５号綬付）及び収納用箱 仕様書のとおり 41,800 組 

１４ 特別部隊功績貢献章（綬付） 仕様書のとおり 2,800 個 

１５ 第１級部隊功績貢献章（綬付） 仕様書のとおり 23,200 個 

 



形状・寸法・色                           別紙第２ 
１ 第２級防衛功労章（３号綬付）及び収納用箱 

※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 
 
① 第２級防衛功労章の部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

② 第２級防衛功労章収納用箱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ケース天井の金文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
二
級
防
衛
功
労
章 

(上蓋) 

(本体) 

(表面図) 

第２級防衛功労章

丹　銅

中 央 の 部 緑色七宝及び金色

桜及 び雲の部 白色七宝及び金色

旭 光 の 部 白銀色及び銀色

銀　　色

表
　
面

裏　　面

地　　金

区　　分

56

15

10

104

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 

区　　分 第２級防衛功労章収納用箱

材 質 プラスチック(黒)

上蓋の内側 紫色繻子地

本体の内側 ウレタン（紫）穴明

ケース天井 金文字入れ

外 箱 白色艶有り

(外箱の黒文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
二
級
防
衛
功
労
章 



２ 第３級防衛功労章（４号綬付）～（７号綬付）及び収納用箱 
※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

 
① 第３級防衛功労章の部分 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ② 第３級防衛功労章収納用箱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ケース天井の金文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
三
級
防
衛
功
労
章 

(上蓋) 

(本体) 

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 

(表面図) 

5 

6 

第３級防衛功労章

丹　銅

中 央 の 部 紫紺色七宝及び金色

桜及 び雲の部
桜に薄桜色を付した
白色七宝及び金色

旭 光 の 部 白銀色及び銀色

銀　　色

表
　
面

裏　　面

地　　金

区　　分

56

15

10

104

区　　分 第３級防衛功労章収納用箱

材 質 プラスチック(黒)

上 蓋 の 内側 紫色繻子地

本 体 の 内側 ウレタン（グレー）穴明

ケ ー ス 天井 金文字入れ

外 箱 白色艶有り

(外箱の黒文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
三
級
防
衛
功
労
章 

(○号) 



３ 第４級防衛功労章（８号綬付）～（１１号綬付）及び収納用箱 
※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

 
① 第４級防衛功労章の部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ② 第４級防衛功労章収納用箱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ケース天井の金文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
四
級
防
衛
功
労
章 

(上蓋) 

(本体) 

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 

(表面図) 

第４級防衛功労章

丹　銅

中 央 の 部 黄色七宝及び金色

桜 及 び雲 の部
桜に薄桜色を付した
白色七宝及び金色

旭 光 の 部 白銀色及び銀色

銀　　色

表
　
面

裏　　面

地　　金

区　　分

56

15

10

104

(外箱の黒文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
四
級
防
衛
功
労
章 

(○号) 



４ 第５級防衛功労章（１２号綬付）～（１５号綬付）及び収納用箱 
※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

 
① 第５級防衛功労章の部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 第５級防衛功労章収納用箱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ケース天井の金文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
五
級
防
衛
功
労
章 

(上蓋) 

(本体) 

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 

(表面図) 
第５級防衛功労章

丹　銅

中 央 の 部 青色七宝及び金色

桜 及 び雲 の部
桜に薄桜色を付した
白色七宝及び金色

旭 光 の 部 白銀色及び銀色

銀　　色

表
　
面

裏　　面

地　　金

区　　分

56

15

10

104

(外箱の黒文字字句) 

(楷書体 １号) 

第
五
級
防
衛
功
労
章 

(○号) 



５ 特別部隊功績貢献章（綬付） 
※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

（表面図） 
 
 
 
 
 
 
 
 外周の縁（外縁）の幅は0.5ミリメートル、厚さは２ミリメートルとする。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 包装は、特別部隊功績貢献章及び綬を、個別に付紙の仕様による透明のビニールケー

スに入れる。それらを大袋に入れ、段ボールにまとめる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 



６ 第１級部隊功績貢献章（綬付） 
※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

（表面図） 
 
 
 
 
 
 
 
外周の縁（外縁）の幅は0.5ミリメートル、厚さは２ミリメートルとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 包装は、第１級部隊功績貢献章及び綬を、個別に付紙の仕様による透明のビニールケ

ースに入る。それらを大袋に入れ、段ボールにまとめる。 
 

(裏面図) (側面図) 
二重リングを 

通す金具 



形状・寸法・色    ※数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。 
１ 綬の部 
 (1) 図面 
                   ・ＡＡ部の断面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) ＡＡ部の金属しん及び押え金 

・金属しん                   ・押え金 
 
 
 
 
 (3) 接続部 

二重リング                     
        
 
 
  

内径(φ)：12～15 
線形(φ)：1.2 

32.5

22

72

33.5

23

9.71.2



２ 生地 
・綬の配色 

(1)  第２級防衛功労章綬の部（第３号） 
 
 
 
 
 

(2)  第３級防衛功労章綬の部（第４号） 
 
 
 
 
 

(3)  第３級防衛功労章綬の部（第５号） 
 
 
 
 
 

(4)  第３級防衛功労章綬の部（第６号） 
 
 
 
 
 

(5)  第３級防衛功労章綬の部（第７号） 
 
 
 
 
 

(6)  第４級防衛功労章綬の部（第８号） 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1

黒

　

　

色

金

　

　

色

黄
　
色

黄

　

　

色

白

　

　

色

赤
　
色

白

　

　

色

赤
　
色

白

　

　

色

金

　

　

色

黒

　

　

色

白

　

　

色

黄

　

　

色

36

164 2 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1

山

吹

色

黒

　

　

色

黒

　

　

色

黒

　

　

色

山

吹

色

金

　

　

色

山
吹
色

黒

　

　

色

赤

　

　

色

金

　

　

色

黒

　

　

色

黄
　
色

黒

　

　

色

山
吹
色

赤

　

　

色

36

124 22 2 4 2

1 1 1 1 1 1

桃

　

　

色

桃

　

　

色

金

　

　

色

緑
　
色

緑

　

　

色

緑

　

　

色

黄
　
色

緑
　
色

金

　

　

色

36

186 6

1 1 1 1 1 1

紫

　

色

金

　

　

色

紫
　
色

黄

　

　

色

黄

　

　

色

紫
　
色

金

　

　

色

紫

　

色

黄
　
色

36

186 6

1 1

緑
　
色

金
　
色

緑

　

　

色

金
　
色

緑

　

　

色

金
　
色

緑
　
色

36

167 72 2



(7)  第４級防衛功労章綬の部（第９号） 
 
 
 
 
 

(8)  第４級防衛功労章綬の部（第１０号） 
 
 
 
 
 

(9)  第４級防衛功労章綬の部（第１１号） 
 
 
 
 
 

(10) 第５級防衛功労章綬の部（第１２号） 
 
 
 
 
 

(11) 第５級防衛功労章綬の部（第１３号） 
 
 
 
 
 

(12) 第５級防衛功労章綬の部（第１４号） 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13) 第５級防衛功労章綬の部（第１５号） 
 
 
 
 
 

(14)  特別部隊功績貢献章綬の部（第１７号） 
 
 
 
 
 

(15)  第１級部隊功績貢献章綬の部（第１８号）  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 1 1 1 1 1

白

　

　

色

緑

　

　

色

白

　

　

色

緑

　

　

色

白

　

　

色

緑
　
色

緑
　
色

白

　

　

色

緑

　

　

色

白

　

　

色

緑

　

　

色

白

　

　

色

若
草
色

153.5 22 2 2

36
3.5



付紙 
 
 

 表面 裏面 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※単位はミリメートル 
※ビニールケースの厚さ：0.3㎜ 縁：ウェルダー加工（ギザ目入）

ふた部分 

  

30 

70 

52 

  10 

ふた部分 



別紙第３ 
材料・加工 
１ 第２級防衛功労章 

注１： 七宝については、雲及び波の部分、白七宝は焼成・トギ・焼成を繰返し行う。

のせこ中央部、緑を０．３～０．４ミリ盛り上がるように焼き上げる。金（桜中

心部）は最後に約０．２ミリ盛り上げる。 
注２： 「のせこ」と「旭光の部」は、低温ロー付にて接合を行い、その後、洗浄仕上

げを行うものとする。 
  

区     分 仕   様 標準工程に伴う加工等 

地     金 

のせこ：丹 銅 

─ 

 旭 ：真 鍮 

裏     面 銀   色 ホーニング加工 

表 面 

のせこ 

中央の部 緑色七宝及び金色 プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→七宝

加工（緑色・白）→バフ研磨

→メッキ付（硬質金） 

桜及び雲の部 白色七宝及び金色 

旭 光 の 部 白銀色及び銀色 

プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→裏付

属（針２本）ロー付→表裏面

艶消し加工（ホーニング加

工）→表面凸部バフ研磨→メ

ッキ付（ロジウム） 



２ 第３級防衛功労章 

注１： 七宝については、雲及び波の部分、白七宝は焼成・トギ・焼成を繰返し行う。

のせこ中央部、紫紺を０．３～０．４ミリ盛り上がるように焼き上げる。ピンク

は最後に約０．２ミリ盛り上げる。 
注２： 「のせこ」と「旭光の部」は、低温ロー付にて接合を行い、その後、洗浄仕上

げを行うものとする。 

区     分 仕   様 標準工程に伴う加工等 

地     金 

のせこ：丹 銅 

─ 

 旭 ：真 鍮 

裏     面 銀   色 ホーニング加工 

表 面 

のせこ 

中央の部 紫紺色七宝及び金色 
プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→七宝

加工（紫紺色・白・桃色）→

バフ研磨→メッキ付（硬質

金） 

桜及び雲の部 
桜に薄桜色を付した 

白色七宝及び金色 

旭 光 の 部 白銀色及び銀色 

プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→裏付

属（針２本）ロー付→表裏面

艶消し加工（ホーニング加

工）→表面凸部バフ研磨→メ

ッキ付（ロジウム） 



３ 第４級防衛功労章 

注１： 七宝については、雲及び波の部分、白七宝は焼成・トギ・焼成を繰返し行う。

のせこ中央部、黄を０．３～０．４ミリ盛り上がるように焼き上げる。ピンクは

最後に約０．２ミリ盛り上げる。 
注２： 「のせこ」と「旭光の部」は、低温ロー付にて接合を行い、その後、洗浄仕上

げを行うものとする。 
 
  

区     分 仕   様 標準工程に伴う加工等 

地     金 

のせこ：丹 銅 

─ 

 旭 ：真 鍮 

裏     面 銀   色 ホーニング加工 

表 面 

のせこ 

中央の部 黄色七宝及び金色 プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→七宝

加工（黄色・白・桃色）→バ

フ研磨→メッキ付（硬質金） 
桜及び雲の部 

桜に薄桜色を付した 

白色七宝及び金色 

旭 光 の 部 白銀色及び銀色 

プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→裏付

属（針２本）ロー付→表裏面

艶消し加工（ホーニング加

工）→表面凸部バフ研磨→メ

ッキ付（ロジウム） 



４．第５級防衛功労章 

注１： 七宝については、雲及び波の部分、白七宝は焼成・トギ・焼成を繰返し行う。

のせこ中央部、青を０．３～０．４ミリ盛り上がるように焼き上げる。ピンクは

最後に約０．２ミリ盛り上げる。 
注２： 「のせこ」と「旭光の部」は、低温ロー付にて接合を行い、その後、洗浄仕上

げを行うものとする。 
 
  

区     分 仕   様 標準工程に伴う加工等 

地     金 

のせこ：丹 銅 

─ 

 旭 ：真 鍮 

裏     面 銀   色 ホーニング加工 

表 面 

のせこ 

中央の部 青色七宝及び金色 プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→七宝

加工（青色・白・桃色）→バ

フ研磨→メッキ付（硬質金） 
桜及び雲の部 

桜に薄桜色を付した 

白色七宝及び金色 

旭 光 の 部 白銀色及び銀色 

プレス生地取→焼鈍洗浄→

プレス型打（模様付）→プレ

ス抜き加工（外型抜）→裏付

属（針２本）ロー付→表裏面

艶消し加工（ホーニング加

工）→表面凸部バフ研磨→メ

ッキ付（ロジウム） 



 
５ 綬の部（第２級防衛功労章、第３級防衛功労章、第４級防衛功労章、第５級防衛功

労章、特別部隊功績貢献章及び第１級部隊功績貢献章共通） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規　定

た　て キュプラ

よ　こ レーヨン

た　て 56/2dtex

よ　こ 490dtex(3本合撚)

平織　※注1

3.6

 たて(本/生地幅) 240以上

 よこ(本/3cm) 37～38

3級以上

ステンレス

　※注1　モアレ加工を施すものとする。

二重リング

密　度

番　手

原　糸

   生地幅(cm)

　 組　織

   糸の染色堅牢度(耐光)

区　　　　分

生　地

押え金

金属しん アルミ板
厚さ0.3mm以上



６ 特別部隊功績貢献章 

 
７ 第１級部隊功績貢献章 

 
  

区分 仕様 標準工程に伴う加工等 
地金 真ちゆう 

 
ＪＩＳ規格 ６：４又は７：３ 
出荷の際に出荷証明書をつけること。 

表面 ２４金メッキ フレキションプレス加工 
艶消し加工（ホーニング荒し） 
コババフ研磨 

裏面 ２４金メッキ 艶消し加工（ホーニング荒し） 
コババフ研磨 

区分 仕様 標準工程に伴う加工等 
地金 真ちゆう ＪＩＳ規格 ６：４又は７：３ 

出荷の際に出荷証明書をつけること。 
表面 銀色 フレキションプレス加工 

艶消し加工（ホーニング荒し） 
コババフ研磨 

裏面 銀色 艶消し加工（ホーニング荒し） 
コババフ研磨 



別紙第４ 
 

令和  年  月  日 
 

発 注 書 
 

     殿 
 
                       支出負担行為担当官 
                       防衛省大臣官房会計課 
                       会計管理官 
 
   下記のとおり発注する。 
 

記 
 

番

号 
品名 

数

量 
単価 金額 納入期日 備考 

       

       

       

計  

 消費税  

合計  
 
 上記のとおり発注されたい。 
 
 
 支出負担行為担当官 
 防衛省大臣官房会計課 
 会計管理官      殿 
 
 
                          人事教育局服務管理官      
 


